
日医発第87号（地116）

平成24年4月24日

都道府県医師会長殿

日本医師会長

　　　横　倉　義　武

医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて今般、医療法施行規則等の一部改正がなされ、厚生労働省医政局長より各都

道府県知事等宛に標記の通知が発出されるとともに、本会に対しても了知、周知方

依頼がありました。

　本件では、まず、（1）医療計画におけるいわゆる「4疾病5事業」への精神疾患

の追加がなされております。

　次に、介護療養型医療施設の廃止の延長に伴い、（2）転換病床に係る廊下の幅並

びに人員配置に関する経過措置の延長、及び（3）療養病床に係る経過措置の創設

（いずれの措置も平成30年3月31日まで）が行われております。

　（2）は、病院の開設者が平成24年3月31日までに精神病床又は療養病床を

介護老人保健施設等に転換するとして都道府県知事に届け出た病床に関し、廊下の

幅並びに医師、看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置に関する経過措置を延

長するものです。

　（3）は、療養病床における現在の入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び

看護補助者の人員配置に係る経過措置について、今般の改正省令施行の際現に、病

院については、介護療養型医療施設又は看護師等の員数が6：1に満たない場合に、

従前の経過措置と同等の基準を、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準

として規定し直すものであります。（注：「地域の自主性及び自立性を高めるための



改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働

省関係政令等の整備等に関する政令」等の施行に関しては、平成24年1月20日

付日医発第968号（地1217）の文書をもって関係通知等を送付済み。）

　また診療所については、介護療養型医療施設、看護師・准看護師及び看護補助者

の員数が6：1に満たない、又は看護師・准看護師及び看護補助者の員数が合わせ

て3：1　（そのうちの1人は看護師又は准看護師）に満たない場合に、従前の経過

措置と同等の基準を規定し直すものであります。

　本通知では、施行にあたっての留意点が示されております。特に、（3）につきま

しては、病院又は診療所が平成24年6月30日までに本通知別添様式例により届

け出ることが必須とされておりますが、書類の不備等の恐れもありますので、なる

べく早めの提出が必要と存じます。

　つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくとともに、

貴会管下関係医療機関への周知方につきご高配のほどよろしくお願いいたします。
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医政発0329第13号
平成24年3月29日

社団法人日本医師会会長殿
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医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行について（施行通知）

　標記にっきまして、別紙のとおり各都道府県知事、保健所設置市長及び特別

区長宛て通知しましたので、御了知いただくとともに、貴団体会員等に対する

周知方よろしくお取り計らい願います。
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医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行について（施行通知）

　医療計画における精神疾患の取扱い及び療養病床等に係る経過措置について

の社会保障審議会医療部会における議論や、地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律

第105号）の施行等を踏まえ、「医療法施行規則等の一部を改正する省令」（平

成24年厚生労働省令第33号。以下「平成24年改正省令」という。）により、

下記のとおり、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号。以下r規則」

という。）等の一部を改正することとしました。

　平成24年改正省令については、平成24年3月22目に公布され、同年4
月1日から施行されることとなりますので、貴職におかれましては、制度の趣

旨を御了知いただくとともに管下の医療機関に周知をお願いいたします。

　なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第6’7号）第245条の4第

1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

記

1　改正の概要

（1）医療計画において定める疾病の追加

　医療法（昭和23年法律第205号）第30条の4により、都道府県は、医

療計画を策定することとされており、医療計画においては、四疾病及び五事業

に係る事業の目標や医療連携体制等を定めることとされているが、疾病の対象

に精神疾患を追加すること。　（規則第30条の28関係）
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（2）転換病床に係る経過措置の延長等

　医療法施行規則の一部を改正する省令（平成18年厚生労働省令第133号。

以下r平成18年改正省令」という。）により、病院の開設者が、平成24年

3月31日までに、当該病院の精神病床又は療養病床について、介護老人保健

施設等に転換するとして都道府県知事に届け出た病床（以下「転換病床」とい

う。）に関し、平成24年3月31目まで廊下の幅並びに医師、看護師、准看

護師及び看護補助者の人員配置に係る経過措置が講じられているが、当該転換

病床について、平成30年3月31日までは下記のとおり取り扱うこと。

①　転換病床に係る病室に隣接する廊下の幅を、内法による測定で1．2メー

　トル、両側に居室のある場合を1．6メートルとする措匿を延長すること。

　（規則附則第51条関係）

②　転換病床における入院患者の数に応じた医師の人員配置について、現行の

　48：1を96：1に緩和する措置を延長すること。（規則附則第52条第

　1項等関係）

③　転換病床における入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者

　の人員配置について、看護師及び准看護師の配置を9：1、看護補助者の配

　置を9：2に緩和する措置と同等の基準を、都道府県が条例を定めるに当た

　って従うべき基準（※）として規定し直すこと。（規則附則第52条第5項、

　第6項関係）

（※）条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準で

あり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許

容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの。

（3）療養病床に係る経過措置の創設

　医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成13年厚生労働省令第8号）

及び平成18年改正省令により、平成24年3月31日までは、療養病床にお
ける入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者（以下「看護師等」

という。）の人員配置に係る経過措置が講じられているが、当該療養病床につ

いて、一定の要件を満たす病院又は診療所であることを平成24年6月30日

までに届け出たものに限り、平成30年3月31目までは下記のとおり取り扱

うこと。
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①　療養病床を有する病院であって、平成24年改正省令の施行の際現に、介

　護療養型医療施設（転換病床を有する病院を除く。以下「特定介護療養型医

　療施設」という。）又は看護師等の員数が規則第19条第2項第2号及び第

　3号に掲げる数に満たない病院（以下「特定病院」という。）であるものに

　ついては、特定介護療養型医療施設又は特定病院であることを開設地の都道

　府県知事に届け出た場合、療養病床における入院患者の数に応じた看護師等

　の人員配置について、看護師及び准看護師の配置を6：1、看護補助者の配

　置を6：1に緩和する措置と同等の基準を、都道府県が条例を定めるに当た

　って従うべき基準として規定し直すこと。（規則附則第53条）

②　療養病床を有する診療所であって、平成24年改正省令の施行の際現に、

　特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が規則第21条の2第2項1

　号及び第2号に掲げる数に満たない診療所（以下r特定診療所均という。）

　であるものについては、特定介護療養型医療施設又は特定診療所1であるこ

　とを開設地の都道府県知事（その開設地が保健所を設置する市又は特別区の

　区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区

　長とする。以下「都道府県知事等」という。）に届け出た場合、療養病床に

　おける入院患者の数に応じた看護師等の人員配置について、看護師及び准看

護師の配置を6：1、看護補助者の配置を6：1に緩和する措置と同等の基

　準を、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として規定し直すこ

　と。（規則附則第54条）

③　療養病床を有する診療所であって、平成24年改正省令の施行の際現に、

　特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が平成13年改正省令第23

　条第2号に掲げる数に満たない診療所（以下「特定診療所II」という。）で

　あるものについては、特定介護療養型医療施設又は特定診療所IIであること

　を開設地の都道府県知事等に届け出た場合、療養病床における入院患者の数

　に応じた看護師等の人員配置について、看護師等の配置を3：1（そのうち

　の1人については、看護師又は准看護師）に緩和する措置と同等の基準を、

　都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として規定し直すこと。

　（規則附則第55条）

（4）その他

　所要の規定の整備を行うものであること。
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2．施行に当たっての留意点

（1）1．（2）の適用対象について

　規則附則第51条及び第52条の適用対象となるのは、平成24年3月31
　日までの間に転換を行おうとして開設者が都道府県知事に届出を行った病院

に限られること。

（2）1．（3）に関する届出について

　病院又は診療所の開設者が、平成24年6月30日までの間に開設地の都道

府県知事等に届け出る際の届出書類の様式例は別添のとおりであるので、各都

道府県等における業務の参考にされたいこと。

　経過措置の適用に当たっては、平成24年4月1目時点における医療機関の

状況で確認されたいごと。

　届出書類の作成の際に、看護師等の員数を確認した資料などは適宜当該医療

機関において保管するよう指導されたいこと。また、定期の立入検査等の場を

活用し、経過措置が適切に運用されているか必要1こ応じて確認されたいこと。

（3）転換病床における看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置の取扱い

について

　平成24年改正省令の施行により、都道府県が条例を定めるに当たって従う

べき転換病床における入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者

の人員配置に関する基準は、1．（2）③のとおりであるが、看護師及び准看

護師について、転換病床を含め七病院全体としての員数の基準を上回って配置

している場合には、r医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」

　（平成18年6月30日付医政発第0630015号厚生労働省医政局長通
知）2．（2）における取扱いと同様、基準を超えた分の員数については、看

護補助者の員数として算入して差し支えないこと。

（4）条例を制定する際の経過措置の取扱いについて

　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律等の施行により、看護師等の人員配置については本経過措

置も含めた厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県において条例で定める

こととなるため、遺漏なきよう御対応願いたいこと。

以上
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（別添：様式例）

都道府県知事

保健所設置市長

特　別　区　長

殿

平成　　年　　月 日

医療機関名

住所（開設地）

　　開　設　者　名　　印

療養病床等に関する経過措置の適用に係る届出について

　標記について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号。以下r則」

という。）附則第53条、第54条又は第55条の規定に基づき、下記のとおり
届け出ます。

記

1．届出の根拠規定等について

届出の根拠規定 特定介護療養型医療施設への該当の有無

有り 無し

（注1）「届出の根拠」の欄には、則附則第53条、第54条又は第55条のうちから1っ
を選択して記入すること。

（注2）r特定介護療養型医療施設」の内容については、則附則第53条を参照されたいこ
と。

2．看護師等の人員配置の状況について

必要数 平成24年4月1日時点
@　における現員数

看護師数

yび准看護師数
名 名

看護補助者数 名 名

（注1）1．の「特定介護療養型医療施設」に該当する場合には、2．の記入は不要であ
ること。

（注2）r必要数」の欄には、経過措置が適用される前の員数の基準に基づき、平成23年

度の入院患者の数及び外来患者の数の平均値を用いて算定される数を記入すること。

（注3）r平成24年4月1日時点における現員数」の欄には、常勤換算後の数を記入する
こと。

以上



　　　　　　　　　　　　　療養病床に係る経過措置の延長について

1．療養病床に係る看護師等の人員配置基準の現状

転換病床（※） 転換病床以外の病床

看護師
　及び
准看護師

看護補助者

平成24年3月末まで
　　　　9：1

平成24年3月末まで
　　　　9：2

医療法施行規則本則上は4：1

平成24，年3月末まで

　　　　6：1

平成24年3月末まで・

　　　　6：1

平成13年改正省令附則

　　　当分の間
看護師、准看護師及び

看護補助者合わせて

　　　　2：1
（そのうち1人は看護師

　　又は准看護師）

畢医療法施行規則本則上は4：1

平成24年3月末まで
　　　　611

平成24年3月末まで
　　　　6：1

※病院の開設者が平成24年3月31日までに介護老人保健施設等に転換する旨を都道府県知事に届け出た療養病床等をいう。

平成24年3月末まで
看護師、准看護師及び
看護補助者合わせて

　　　3：1
（そのうち1人は看護師

　又は准看護師）

2、平成24年4月以降の取扱い

○看護師等の人員配置基準を条例委任する第2次一括法（地域主権関係）が平成24年4月1日から施行されること、
及び社会保障審議会医療部会における議論を踏まえ、下記の経過措置を設けた。

1．口の経過措麗

　　一転換する旨を都道府県知事に届け出た医療機関については、これまでの経過措置と同等の基準を、
　都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として、一適用する。
　　※廊下幅及び医師の人員配置についても、同様に6年間の延長措置を講じた。

2．［コの経過措置

　　一①介護療養型医療施設、②4：1を満たさない医療機関、③平成13年改正省令附則の経過措置を
　満たさない診療所に該当し、その旨を平成24　6　　までに　道・　知　　に届け出たものについては、これまでの経過措置と

　同等の基準を、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として、ヨー適用する。
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三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
四
条
第
十
一
号
中
「
第
四
号
に
」
を
「
第
五
号
に
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
条
の
二
十
八
中
「
及
び
糖
尿
病
」
を
「
、
糖
尿
病
及
び
精
神
疾
患
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
五
十
一
条
中
「
精
神
病
床
（
」
の
下
に
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十

　
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
」
を
、
　
「
行
お
う
と
し
て

　
、
」
の
下
に
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
目
ま
で
の
間
に
」
を
、
　
「
そ
の
旨
を
」
の
下
に
旨
開
設
地
の
」
を
加
え
、
　
「
（

　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
目
」
に
改
め
る
。



　
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
行
お
う
と
し
て
、
」
の
下
に
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
」
を
、
　
「
そ

の
旨
を
」
の
下
に
「
開
設
地
の
」
を
加
え
、
　
「
（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
る
の
は
」
を
「
あ
る
の
は
、
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
置
く
べ
き
」
を
「
適
用
さ
れ
る

都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
」
に
、
　
「
標
準
」
を
「
基
準
」
に
、
　
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
目

」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
　
「
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同

条
第
六
項
中
「
置
く
べ
き
」
を
「
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
」
に
、
　
「
標
準
」
を
「

基
準
」
に
、
　
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
　
「
第
十
九
条
第
一
項
第
五
号
」

を
「
第
十
九
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
五
十
三
条
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
で
あ
っ
て
、
医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
厚

　
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号
。
次
条
及
び
第
五
十
五
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
際

　
現
に
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一

　
項
第
三
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
同
法
第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
前
条
第
一
項
及
び
第

　
三
項
に
規
定
す
る
病
院
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
附
則
第
五
十
五
条
に
お
い
て
「
特
定
介
護
療
養

〆

，
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型
医
療
施
設
」
と
い
う
。
）
又
は
看
護
師
及
び
准
看
護
師
並
び
に
看
護
補
助
者
の
員
数
（
以
下
「
看
護
師
等
の
員
数
」
と

い
う
。
）
が
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
数
に
満
た
な
い
病
院
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
病

院
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
の
開
設
者
が
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
目
ま
で
の
間
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
病
院
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
病
院
に
適
用
さ
れ

る
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
看
護
師
等
の
員
数
の
基
準
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
は
、
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
看
護
師
及
び
准
看
護
師
　
療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
六
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
、
精
神
病
床
及
び

　
結
核
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
四
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
、
感
染
症
病
床
及
び
一
般
病
床
に
係
る
病
室
の

　
入
院
患
者
（
入
院
し
て
い
る
新
生
児
を
含
む
。
）
の
数
を
三
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
を
加
え
た
数
（
そ
の
数
が
一
に
満

　
た
な
い
と
き
は
一
と
し
、
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
し
て
計
算
す
る
。
）

　
に
、
外
来
患
者
の
数
が
三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
。
た
だ
し
、
産
婦
人
科
又
は
産
科
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
つ

　
て
は
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
助
産
師
と
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
歯
科
、
矯
正
歯
科
、
小
児
歯
科
又
は
歯
科
口
腔
外
科



　
　
に
お
い
て
は
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
歯
科
衛
生
士
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
　
看
護
補
助
者
　
療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

第
五
十
四
条
　
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
四
年
改
正
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
特
定
冷
護
療
養
型

　
医
療
施
設
又
は
看
護
師
等
の
員
数
が
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
数
に
満
た
な
い
診
療
所
（

　
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
診
療
所
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
・
の
開
設
者
が
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
の

　
間
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
開

　
設
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又

　
は
特
別
区
の
区
長
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
診
療
所
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県

　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
看
護
師
等
の
員
数
の
基
準
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三

　
月
三
十
一
目
ま
で
の
間
は
、
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す

　
る
。

　
一
　
看
護
師
及
び
准
看
護
師
　
療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

　
二
　
看
護
補
助
者
　
療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

り



　
第
五
十
五
条
　
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
四
年
改
正
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
特
定
介
護
療
養
型

　
　
医
療
施
設
又
は
看
護
師
等
の
員
数
が
平
成
十
三
年
改
正
省
令
附
則
第
二
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
数
に
満
た
な
い
診
療
所

　
　
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
診
療
所
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
の
開
設
者
が
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で

　
　
の
間
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け

　
　
出
た
場
合
に
は
、
当
該
診
療
所
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
看
護
師
等
の
員
数
の

　
　
基
準
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
目
ま
で
の
問
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
療

　
　
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
（
そ
の
う
ち
の
一
に
つ
い
て
は
、
看
護
師

　
　
又
は
准
看
護
師
）
と
す
る
。

第
二
条
　
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一

　
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
号
）
の
一
部

　
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
条
中
「
療
養
病
床
に
係
る
病
院
」
を
「
療
養
病
床
に
係
る
病
室
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
六
条
中
「
準
看
護
師
」
を
「
准
看
護
師
」
に
改
め
る
。



こ

の

省・附
令

は則、

平
成
二
十
四
年
四
月
一
目
か
ら
施
行
す
る
。

　フ
シ



医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号
）
　
新
旧
対
照
条
文

○
　
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
　
（
抄
）
　
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

　
（
法
第
十
五
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
十
四
条
　
　
（
略
）

　
一
～
十
　
　
（
略
）

　
十
一
　
第
二
十
五
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
（
第
二
十
五
条
の
二

　
　
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
、
第

　
　
二
十
六
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
第
二
十
七

　
　
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
第
五
号
に

　
　
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四

　
　
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
、
第
二
十
七
条
の

　
　
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
又
は
第
二
十
八
条
第

　
　
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と

　
　
す
る
場
合

　
十
二
・
十
三
　
　
（
略
）

　
（
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾

　
病
）

第
三
十
条
の
二
十
八
　
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
6

　
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
が
ん
、
脳
卒
中
、
急
性
心
筋
梗

　
塞
、
糖
尿
病
及
び
精
神
疾
患
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

第
五
十
一
条
精
神
病
床

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

現

行

　
（
法
第
十
五
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
十
四
条
　
　
（
略
）

　
一
～
十
　
　
（
略
）

　
十
一
　
第
二
十
五
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
（
第
二
十
五
条
の
二

　
　
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
、
第

　
　
二
十
六
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
第
二
十
七

　
　
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
第
四
号
に

　
　
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四

　
　
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
、
第
二
十
七
条
の

　
　
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
又
は
第
二
十
八
条
第

　
　
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と

　
　
す
る
場
合

　
十
二
・
十
三
　
　
（
略
）

　
（
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾

　
病
）

第
三
十
条
の
二
十
八
　
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

　
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
が
ん
、
脳
卒
中
、
急
性
心
筋
梗

　
塞
及
び
糖
尿
病
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

第
五
十
一
条
精
神
病
床

（
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第

一1一



（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険

法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
病
床
に
係
る
も
の
に
限
る
。
・
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
開
設
者
が
、
当
該
病

院
の
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該
精
神
病
床
又
は
療
養

病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
病
院
の
施
設
を
介

護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
八
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十

八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人

ホ
ー
ム
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者

を
入
所
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
し
て
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
そ
の
旨
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場

合
に
は
、
・
当
該
届
出
に
係
る
病
床
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
「
転
換
病
床
」
と
い
う
。
）
に
係
る
病
室
に
隣
接
す
る
廊
下
に
つ

い
て
は
、
当
該
転
換
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
（
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
目
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
は
、
第
十
六
条
第
一
項
第
十
一
号
イ

中
「
一
・
八
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
コ
・
ニ
メ
ー
ト
ル
」
と
、
■

「
二
・
七
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
六
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る

O
第
五
十
二
条
　
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
開
設
者
が

　
、
当
該
病
院
の
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
を
行
お
う
と
し
て

、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
そ
の
旨
を
開
設
地
の

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
病
院
に
置
く
べ
き
医

師
の
員
数
の
標
準
は
、
当
該
転
換
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
（
平
成
三

十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
は
、
第
十
九
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
数
を
合
算
し

て
得
た
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
数
」
と
い
う
。
）
が
五

四
百
十
二
号
Y
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
に
係
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
療
養
病
床
を

有
す
る
病
院
の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
の
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床

の
転
換
（
当
該
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る

と
と
も
に
、
当
該
病
院
の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施
設
、
・
軽
費
老
人

ホ
ー
ム
（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第

二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
）
そ
の
他
の

要
介
護
者
、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め

の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
お
う
と

し
て
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
届

出
に
係
る
病
床
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
転
換
病
床
」

と
い
う
。
）
に
係
る
病
室
に
隣
接
す
る
廊
下
に
つ
い
て
は
、
当
該
転

換
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
限
る
。
）
は
、
第
十
六
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
二
・
八
メ

ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
ニ
メ
ー
ト
ル
」
と
、
　
「
二
・
七
メ
ー

ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
六
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

第
五
十
二
条
　
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
開
設
者
が

　
、
当
該
病
院
の
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
を
行
お
う
と
し
て

　
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
病
院
に

　
置
く
べ
き
医
師
の
員
数
の
標
準
は
、
当
該
転
換
が
完
了
す
る
ま
で
の

’
間
（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
は
、
第

　
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ

　
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
数
」
と

　
い
う
。
）
が
五
十
二
ま
で
は
三
と
し
、
特
定
数
が
五
十
二
を
超
え
る
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十
二
ま
で
は
三
と
し
、
特
定
数
が
五
十
二
を
超
え
る
場
合
に
は
当
該

　
特
定
数
か
ら
五
十
二
を
減
じ
た
数
を
十
六
で
除
し
た
数
に
三
を
加
え

　
た
数
と
す
る
。

　
一
～
四
　
　
（
略
）

2
　
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
条
第
二
項
の
許
可
を
受

　
け
た
病
院
で
あ
っ
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て

　
の
第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
十

　
九
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
、
　
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
と

　
す
る
。

3
～
4
　
　
（
略
）

5
　
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
病
院
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県

が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
看
護
師
及
び
准
看
護
師
の

　
員
数
の
基
準
は
、
当
該
病
院
の
転
換
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
（
副
國

　
三
十
年
三
月
三
十
一
目
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
は
、
第
十
九
条
第
二

　
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
数
を
合
算

　
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
が
一
に
満
た
な
い
と
き
は
一
と
し
、
そ
の
数

　
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
し
て

　
計
算
す
る
。
）
に
、
外
来
患
者
の
数
が
三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す

　
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
産
婦
人
科
又
は
産
科
に

　
お
い
て
は
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
助
産
師
と
す
る
も
の
と
し
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
う

　
、
歯
科
、
矯
正
歯
科
、
小
児
歯
科
又
は
歯
科
口
腔
外
科
に
お
い
て
は

　
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
歯
科
衛
生
士
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
～
四
　
（
略
）

6
　
前
項
の
病
院
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た

っ
て
従
う
べ
き
看
護
補
助
者
の
員
数
の
基
準
は
、
当
該
病
院
の
転
換

が
完
了
す
る
ま
で
の
問
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

限
る
。
）
は
、
第
十
九
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

療
養
病
床
（
転
換
病
床
を
除
く
。
）
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数

を
六
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
転
換
病
床
（
療
養
病
床
に
係
る
も
の
に

場
合
に
は
当
該
特
定
数
か
ら
五
十
二
を
減
じ
た
数
を
十
六
で
除
し
た

数
に
三
を
加
え
た
数
と
す
る
。

　
一
～
四
　
　
（
略
）

2
　
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
条
第
二
項
の
許
可
を
受

　
け
た
病
院
で
あ
っ
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て

　
の
第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
十

　
九
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
と
す

　
る
。

3
～
4
　
　
（
略
）

5
　
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
病
院
に
置
く
べ
き
看
護
師
及
び

　
准
看
護
師
の
員
数
の
標
準
は
、
当
該
病
院
の
転
換
が
完
了
す
る
ま
で

　
の
問
（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
は
、

　
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲

　
げ
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
が
一
に
満
た
な
い
と
き
は
一

　
と
し
、
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端

　
数
は
一
と
し
て
計
算
す
る
。
）
に
、
外
来
患
者
の
数
が
三
十
又
は
そ

　
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
産
婦
人

　
科
又
は
産
科
に
お
い
て
は
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
助
産
師
と
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
う

　
の
と
し
、
ま
た
、
歯
科
、
矯
正
歯
科
、
小
児
歯
科
又
は
歯
科
口
腔
外

　
科
に
お
い
て
は
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
歯
科
衛
生
士
と
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

　
一
～
四
　
　
（
略
）

6
　
前
項
の
病
院
に
置
く
べ
き
看
護
補
助
者
の
員
数
の
標
準
は
、
当
該

　
病
院
の
転
換
が
完
了
す
る
ま
で
の
問
（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一

　
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

　
か
か
わ
ら
ず
、
療
養
病
床
（
転
換
病
床
を
除
く
。
）
に
係
る
病
室
の

　
入
院
患
者
の
数
を
六
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
転
換
病
床
（
療
養
病
床

　
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
九
を
も
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限
る
。
）
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
九
を
も
つ
て
除
し
た
数

に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
た
数
（
そ
の
数
が
一
に
満
た
な
い
と

き
は
一
と
し
、
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、

そ
の
端
数
は
一
■
と
す
る
。
）
と
す
る
。

第
五
十
三
条
　
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
で
あ
っ
て
、
医
療
法
施
行
規

則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第

三
十
三
号
。
次
条
及
び
第
五
十
五
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
改

正
省
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
際
現
に
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
同
法
第
八
条

第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
前
条
第
一
項
及

び
第
三
項
に
規
定
す
る
病
院
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、

次
条
及
び
附
則
第
五
十
五
条
に
お
い
て
「
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施

設
」
と
い
う
。
）
又
は
看
護
師
及
び
准
看
護
師
並
び
に
看
護
補
助
者

の
員
数
（
以
下
「
看
護
師
等
の
員
数
」
と
い
う
。
）
が
第
十
九
条
第

二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
数
に
満
た
な
い
病
院
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
特
定
病
院
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
の
開
設
者

が
、

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
特
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
病
院
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都

道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
病
院
に
適
用
さ
れ
る
都

道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
看
護
師
等
の
員
数

の
基
準
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
目
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十

日
ま
で
．
の
間
は
、
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
看
護
師
及
び
准
看
護
師
　
療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者

の
数
を
六
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
、
精
神
病
床
及
び
結
核
病
床
に

係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
四
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
、
感
染

症
病
床
及
び
一
般
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
（
入
院
し
て
い

っ
て
除
し
た
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
た
数
（
そ
の
数
が
一

に
満
た
な
い
と
き
は
一
と
し
、
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生

じ
た
と
巷
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
す
る
。
）
と
す
る
。

（
新
設
）
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る
新
生
児
を
含
む
。
）
の
数
を
三
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
を
加
え

た
数
（
そ
の
数
が
一
に
満
た
な
い
と
き
は
一
と
し
、
そ
の
数
に
一

に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
し
て
計

算
す
る
。
）
に
、

外
来
患
者
の
数
が
三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す

ご
と
に
一
を
加
え
た
数
。
た
だ
し
、
産
婦
人
科
又
は
産
科
に
お
い

て
は
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
助
産
師
と
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、

歯
科
、
矯
正
歯
科
、
小
児
歯
科
又
は
歯
科
口
腔
外
科
に
お
い
て
は

そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
歯
科
衛
生
士
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
看
護
補
助
者
　
療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
六

又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

第
五
十
四
条
　
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
四

年
改
正
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
又
は

看
護
師
等
の
員
数
が
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号

に
掲
げ
る
数
に
満
た
な
い
診
療
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定

診
療
所
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
の
の
開
設
者
が
、
平
成
二
十
四

年
六
月
三
十
目
ま
で
の
間
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る

こ
と
又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
（

そ
の
開
設
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別

区
の
区
長
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
た
場
合
に

は
、
当
該
診
療
所
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当

た
っ
て
従
う
べ
き
看
護
師
等
の
員
数
の
基
準
は
、
平
成
二
十
四
年
四

月
一
目
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
目
ま
で
の
間
は
、
第
二
十
一

条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
看
護
師
及
び
准
看
護
師
　
療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者

の
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

二
　
看
護
補
助
者
　
療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
六

（
新
設
）
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又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

第
五
十
五
条
　
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
四

年
改
正
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
又
は

看
護
師
等
の
員
数
が
平
成
十
三
年
改
正
省
令
附
則
第
二
十
三
条
第
二

号
に
掲
げ
る
数
に
満
た
な
い
診
療
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特

定
診
療
所
と
い
う
。
」
）
で
あ
る
も
の
の
開
設
者
が
、
平
成
二
十
四

年
六
月
三
十
目
ま
で
の
間
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る

こ
と
又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に

届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
診
療
所
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
看
護
師
等
の
員
数
の
基
準
は
、

平
成
二
十
四
年
四
月
一
目
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入

院
患
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
（
そ
の
う
ち
の

に
つ
い
て
は
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
）
と
す
る
。

（
新
設
）

！
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「

○
　
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労

　
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
号
）
　
（
抄
）
　
（
第
二
条
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
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